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会報かごしま



土地家屋調査士倫理綱領

　　　　１. 使　　命
　　　　　 不動産に係る権利の明確化を期し、
　　　　　　　　　　　　　　 国民の信頼に応える。

　　　　２. 公　　正
　　　　　 品位を保持し、公正な立場で
　　　　　　　　　　　　　　 誠実に業務を行う。

　　　　３. 研　　鑚
　　　　　 専門分野の知識と技術の向上を図る。

（職　　責）
　法第２条　　 土地家屋調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、

公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

（会則等の遵守義務）
　会則第88条　会員は、本会の会則、規則、支部規則及び総会の決議並びに連合会会則を

守り、本会の秩序の維持に努めなければならない。

（研修の受講）
　会則第86条　調査士会員は、本会及び支部並びに連合会及び連合会会則第27条で定める

ブロック協議会が実施する研修を受け、その資質の向上に務めなければなら
ない。

　　　　　　２ 調査士会員は、業務を行う地域における土地の境界に関する慣習及びその他
の業務についての知識を深めるよう努めなければならない。

　　　　　　３ 調査士法人は、社員である調査士が第１項の研修会に出席できるよう配慮しな
ければならない。



日本土地家屋調査士会連合会 

 

境界紛争ゼロ宣言!! 

 

 

私たち土地家屋調査士は、未来を担う子供たちが安心で豊かな暮

らしをおくることができる街づくりのため、広く社会の声に耳を傾

けて土地所有及び利用の実態を把握することにより、国民の信頼に

応えるべく行動します。 

 

１ 不動産の登記と地図の重要性を広く各層に発信し、その整備

の充実に貢献します。 

 

 

２ 土地境界をめぐる紛争を未然に防止するために、境界管理の

必要性を社会に周知します。  

 

 

３ 国民の利便性向上のため、各種専門分野と連携し、土地制度

の改善に努めます。 

 

私たちは、土地境界紛争をなくすため、ここに境界紛争ゼロに向

かって進むことを宣言します。 

 

 

平成 26年 11月 14日 

２０１４日調連公開シンポジウム 

「土地境界紛争が起きない社会」 

 

 



１． 事務所に表札を掲げていますか？ 

（調査士法施行規則 第 19 条・県会則 第 100 条） 

 

２． 報酬表は掲示していますか？  （調査士法施行規則 第 21 条・県会則 第 93 条） 

※併せて土地家屋調査士の合格証書・登録証を掲示するのもいいですね! 

 

３． 事件簿を作成していますか？  （調査士法施行規則 第 28 条・県会則 第 97 条） 

 

４． 年計報告書を作成していますか？            （県会則 第 98 条） 

※未提出の場合は、会員に対して県会則第 105 条第 2 項の調査を行うことができます。 

 （会員に対する指導及び調査） 

第 105 条 2 会長は、必要があると認めたときは、会員の保有する事件簿その他の関係

書類又は執務状況を調査することができる。 

 

５． 職務上請求書を使用したときは使用簿に記録をしていますか？ 

（県会 職務上請求書取扱管理規程 第 13 条第 2 項） 

 

６． 補助者の方の登録・変更・解職の届け、更新（5 年毎）はしていますか？ 

（調査士法施行規則 第 23 条・県会則 第 101 条・補助者規則 第 4、6 条第 6 項、8、9 条） 

 

７． 病気やケガで業務を行うときが困難な場合は所属支部長に連絡をしていますか？ 

会費の延納や減額又は免除になる場合があります。     （県会則 第 83 条）         

 

８． 氏名・本籍・住所・事務所の所在地が変更した場合、県会に届けをしていますか？ 

（調査士法第 14 条・連合会則 第 39 条・県会則 第 12 条） 

 

※会員は、土地家屋調査士法第 14 条により登録事項の変更届出の義務があります。 

（対象は、調査士法施行規則第 14 条の名簿の内容です。） 

 

 

届出を怠ると、土地家屋調査士法第 42 条により懲戒の事由ともなりますので、 

ご注意下さい。 
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会長挨拶 

鹿児島県土地家屋調査士会 会長 上小鶴 一善 

会員の皆様におかれましては日頃より県会会務執行へご協力頂きまして、感謝申し上げます。

年々暑さが厳しくなっているように感じられ、会員の皆様におかれましては、現場の作業において

熱中症対策など大変だと思います。体には十分気を付けてください。 

８月８日に日向灘でマグニチュード７．１、最大震度６弱の地震が発生しました。本県においても

大崎町で震度５強を観測しました。気象庁は南海トラフ地震の想定震源域では大規模地震が発

生する可能性がふだんと比べて高まっているとして臨時情報を出し、引き続き巨大地震への注意

を呼びかけました。県会においては、社会事業部にて災害からの復興と業務継続へ向けた支援

等を行うことを目的として「大規模災害等対策規則」の策定作業を急いでいるところです。 

さて、境界問題センターかごしまについてご報告いたします。裁判外紛争解決手続に関する法

律（ＡＤＲ法）が改正され令和６年４月１日に施行されました。それに伴い、センターかごしま にお

いても規則を改正しました。今回の法改正は、裁判外の民間ＡＤＲの利用を促進することを目的と

しています。改正のポイントは執行力の付与です。これまでのＡＤＲでは和解しても執行すること

ができませんでした。しかし、法改正によって、公正証書を作成しなくても、あらかじめ執行合意を

含む和解（特定和解）をしておけば、その和解合意にしたがって、裁判所に対し執行決定を求める

申立てを行い、執行をすることができるようになりました。センターかごしまでは研修などを通じて

あらたな制度の理解を深め、市民の皆様がより利用しやすいセンターとなるよう活動する予定で

す。 

次に、狭あい道路問題に関してご報告とお知らせを致します。令和６年３月に国土交通省にて

「狭あい道路対策に関するガイドライン」が策定されました。このガイドラインは、狭あい道路の解

消に向けた制度の構築や、事業の実施の望ましいあり方、先進的な事例を示すことにより、これ

まで狭あい道路解消に向けた取組を実施したことのない地方公共団体における取組の開始や、

すでに着手されている地方公共団体の取組のさらなる推進や好事例の横展開を図ることを目的

とされています。本文中に「専門的な技能を有する者による対応が求められる事項や、法令で規

定されている士業の専権業務が含まれているため、適宜専門家や専門の事業者と連携しながら

事業を進めていく必要があります。各士業団体等に対して拡幅等整備への理解や協力を得るた

めに説明会や研修等を実施し、日頃から関係性を構築することが効果的です。」との記載があり、

事例として公嘱協会を活用した事業フローが紹介され、専門家との連携が考えられる事項として

境界確定・測量・分筆登記・地目変更登記が示されております。土地家屋調査士が積極的に連

携・協力することが狭あい道路解消することの一助となります。県会では令和６年１１月２９日に豊

田前国土交通副大臣、国土交通省の担当職員などを講師としてお招きして「狭あい道路解消を考
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えるセミナー(仮称)」を開催する予定です。会員の皆様はぜひ参加し、狭あい道路に関してより深

く理解していただきたいと思います。 

そして、鹿児島地方法務局において進められている、令和７年度以降の法務局地図作成事業

における次期地図整備計画の策定について報告します。基本方針は、事業類型として①防災・ま

ちづくり型、②大都市特化型の対象地区、③被災地域復興型が示され、選定基準とて①防災・減

災、災害からの復旧・復興の円滑化と、社会情勢等の変化に対応したまちづくりの促進の観点を

踏まえて考慮要素を整理し、優先度の高い地区で優先実施、②地域の実情を熟知する自治体か

ら候補地区に関する要望書の提出を受け、考慮要素に当てはめて地区選定を行うことが示され

ました。また、最新技術の導入による作業の効率化としてドローンやＭＭＳ等の最新技術の活用

について、モデル実施地区を選定して活用方法を検討することとされています。県会においては

上記の基本方針をうけ、法務局に対して１０カ所の候補地を提案しました。法務局地図作成は「骨

太の方針２０２４」においても必要性と有用性が認知されており、土地家屋調査士が最も取り組む

べき事業の一つです。 

最後に、社会の期待に応え、益々貢献出来るよう、私達達自身のいっそうの研鑽も必要とされ

ていきます。県会と致しましても有意義な研修会を開催していきますので、どうぞ宜しくお願いしま

す。 
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１０年ひとむかし 

開業２０年を迎えて 

霧島支部 増永明宏 

以前【開業１０年を迎えて】という題材で書いた原稿の最後に、「次の１０年後もこの

原稿が書けるよう頑張ります」と書いており、今回この原稿を頼まれた時「もう１０年も

経ったのか」と驚きました。 

土地家屋調査士として２０年、思い返すとあっという間でした。 

開業してからずっと、周りの皆様にお世話になり、お力添えいただいたお陰でこのよう

な節目を迎えることができました。 

話下手な私には、ご依頼いただいた仕事を（当たり前のことですが）一生懸命やるだけ

でした。 

何の仕事も大変ですが、土地家屋調査士の仕事で境界を確定していく作業は、特に気を

使う作業で責任が重く、今まで眠れない夜もありました。 

しかしながら、思案し調査し測量を重ね、隣接の方と立会いができ、境界が確定した後

の達成感というのは初心の頃と今も変わらず、やりがいのある仕事だと感じています。 

 土地家屋調査士の仕事をする上で大きく変化したことは、オンライン申請が進み、今で

は添付書類も〔調査士報告方式により原本提示省略〕となり、登記申請や登記完了の手続

きが便利になりました。 

 また、もう一つの変化は私自身で現在６１歳ですが、５０歳を過ぎたあたりから腰痛や

股関節痛などがでてきて、以前は軽々と飛び越えられた塀も、最近は「ヨイショ」と心で

掛け声をかけながら飛び越えるしだいです。 

 私の事務所も築６０年近く経っており古い事務所ではありますが、司法書士・土地家屋

調査士をしていた伯父伯母から譲り受けた、思い出がたくさん詰まった事務所です。 

これからも頂いた仕事に全力で取り組み、この事務所とともに自分の身体にも気を付け

ながら、土地家屋調査士として頑張っていきます。 
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やめないこと 

大島支部 久永 瑞樹 

平成 26 年に開業して 10 年です、あっという間の 10 年でした。 

20 才の時に地元奄美で測量会社に入社して、10 年間測量業務を学ばせていただきました。 

測量の知識も全くない状態のゼロから色々教えていただき私のような者でも 10 年間辞めずに続け

ていればなんとか迷惑をかけない程度に仕事ができるようになりました。 

30 才の時調査士を目指し補助者として、10 年間調査士業務を学ばせていただきました。 

仕事の覚えも遅い私でも 10 年間辞めずに補助者を続けていればなんとか一通り業務を理解できる

ようになりました。 

40 才の時に地元奄美で開業させていただき 10 年が経ちました。 

今まで 10 年を区切りにたくさんの方々にたくさんの事を教えていただき気づけば 50 才になりまし

た。 

まだまだ学ぶことがたくさんあり、これからもやめずに続けていこうと思います。 

魚釣りも続けていきます・・・・・・ 
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  会員の広場 

リレー或る調査士の呟き 第 26 回 

節目の年 

出水支部 園畠将一 

 

 

 

私事ではございますが、２０２４年は私にとってある意味節目の年でした。 

何の節目かと申しますと、前職のキャリアを超えた年でした。 

前職は大学を卒業して、約１３年勤めました。 

私は２０１１年１月に土地家屋調査士に登録したので、２０２４年は１３年を超えた年にあたり、調査士

業の方が長くなりました。 

前職から畑違いの現職になるにあたっては、今考えても思い切った事をしたと思っておりますが、不

安を抱えながらも周りの方々に支えられてここまでこれました。 

父がやっていたからという理由だけで、仕事内容も詳しくはわからないまま、とりあえず試験に合格

したので開業しましたという感じでしたので、ほぼ見切り発車でした。 

その父も３年前に亡くなり、父が残してくれた事務所で細々と業務を行っております。 

その間、母・姉とともに父の介護もしましたので大変でしたが、今こうやって続けていられる訳ですか

ら、父に一番感謝というところでしょうか。 

最近あった事で、隣接土地が空き家で、所有者さんは子供さんもいらっしゃらず、相続登記もなされ

ていない為、登記簿からは探しようがなく、近隣の方にご親族をご存じないか伺った所、その方が

「妹さんのご主人が、○○にお勤めで、□□さんという方」と言われました。 

普通これだけではその方がすぐには分かりませんが、その方は私の以前のお客さんだとわかりまし

たので、すぐに連絡がとれました。 

また、現場で測量作業をしていると、「園畠さんですか？」と以前のお客さんから声を掛けられるな

ど、だんだんと調査士業が染みついてきたような気がします。 

隣接地に空き家が増えたり、所有者が遠方の高齢者だったりと全ての境界立会を行う事が難しくな

っておりますが、経験とこれまでの蓄積が多少なりとも役立つ様、これからも地道にやっていこうかと

思います。 

次は川内支部の小原翔さんにお願いします。 
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財務事務所勉強会 

鹿児島支部 田ノ上義樹 

 

令和６年４月２２日に九州財務局鹿児島財務事務所主催による「鹿児島県土地家屋調査士に

よる勉強会」が開催されました。本勉強会の目的は外部の専門家を講師とした講演を通じて、鹿

児島財務事務所職員の人材育成を図るとともに、地方公共団体職員にも聴講を促し、意見交換

等を行う場を設けることで参加者同士の関係を深め、地域課題解決の一助につなげるものです。 

今回は不動産登記業務に携わる鹿児島財務事務所職員を対象とし、不動産登記法の基礎知

識から公図の種類、登記簿の見方など基礎的な学習を鹿児島県土地家屋調査士会より講師を派

遣する運びとなりました。 

研修は会場参加・オンライン併用のハイブリッド型で開催され、会場参加者２８名、オンライン参

加者９５名と財務局職員含め多くの地方公共団体職員の方々にも聴講いただきました。 

研修内容として鹿児島県土地家屋調査士会苦情相談委員会委員長『前杉 竜志』講師による

「登記簿の見方・不動産登記法の基礎」と鹿児島県土地家屋調査士会副会長 『馬場 幸二』講

師による「公図の種類と一般公開された登記所備付地図データについて」「旧法定外公共物の基

礎」「筆界と所有権界」を演題として講演が行われました。 

 参加者の皆様は不動産登記業務に携わりながらも、表題部に関することや地図等について実

務で苦労していることが多く、本講演はご好評をいただきました。後日質問を設けたところ実務に

則したような質問が多く勉強会に参加して良かったと感じております。 

今後も鹿児島財務事務所職員のスキル向上のため勉強会を続けていきたいのでご協力を賜り

たいのとの要望を受け、鹿児島県土地家屋調査士会発展の為に定期的に講演を行う予定です。 
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               狭隘道路について 

霧島支部 田𠩤春 一幸 

 

 昨年の１０月２４日、兵庫県で開催された狭隘道路に関するシンポジウムに参加させて頂きまし

た。私自身、以前より社会事業部を通して、狭隘道路問題に長年携わらせて頂く関係上、とても興

味がある内容となっていました。 

 まず、会場に到着して感じたことは、地元の土地家屋調査士はもちろんですが、県外からの土

地家屋調査士，国を含む県・市町村の議員及び職員等、多くの狭隘道路問題に関心を持つ関係

機関からの参加者人数の多さに驚かされました。内容に関しては、２０２０年に愛知県で開催され

たシンポジウムと概ね同じ内容であったようにも感じましたが、国土交通省の担当者の説明からも

あった通り、狭隘道路解消に向けて促進事業や意見公募等、法整備へ確実に前進している印象

及び土地家屋調査士会のみではなく、行政を含む関係機関が一体となって狭隘道路解消に向け

て熱意を持って動き出そうとしている会場の空気を感じたことを強く覚えています。ただ、少し残念

に感じたこともありました。豊田議員の調査では、国会又は委員会等で過去に「狭隘道路」との発

言は、衆議院で 3 回・参議院で 5 回の記録しかないとのことでした。まだまだ法整備には時間がか

かること及び政治連盟の必要性も一緒に感じました。その他にも、やはり２０２０年のシンポジウム

でも感じた、民間人へのセットバックが必要であることへの理解及び行政の財政面問題も解消す

べき問題であると改めて感じさせられました。 

 今後も社会事業部の一員として、関係機関と連携をはかり、愛知県岡崎市等モデルにふさわし

い市町村の取組み等及び今後出来るであろう、新しい法律や交付金の活用等を、鹿児島県内の

市町村に説明・理解して頂き、防災面からの必要性も交えて、狭隘道路解消にむけて活発な動き

を行う必要があると思いました。 
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「第２回筆界情報シンポジウム」に参加して 

研修部 池田成人 

 

（開催概要） 

日時 ：令和５年１２月５日（火）１３：３０～１６：３０ 

場所 ：熊本産業展示場 グランメッセ熊本 ２F コンベンションホール 

主催 ：熊本県土地家屋調査士会 

参加者：１２２名（うち鹿児島会４名参加） 

   

（山野目章夫氏）        （講義風景） 

（プログラム） 

第一部 

講演 「２０２１年の土地法制改革～所有者不明土地問題と土地家屋調査士～」 

講師 早稲田大学大学院法務研究科教授 山野目章夫 先生 

第二部 質疑応答 

 

去る令和５年１２月、グランメッセ熊本において熊本県土地家屋調査士会主催で開催された「第２

回筆界情報シンポジウム」に参加して参りましたのでそのご報告を致します。 

まずは会場のグランメッセ熊本ですが平成２８年４月、熊本地震の際、自主避難してきた車は   

３０００台に上り、制度指定のない事実上の「臨時避難場所」となったそうです。被災して不安を抱え

た多くの方々の心の受け皿になったのだと思うと感慨深いものを感じました。 

さて講師を務められた山野目先生ですが、平成２９年度当会第２回会員研修会でもご講義賜りま

した。その時も感じたのですが今回も同じく放たれる言葉の切れ味に凄みを感じました。我々調査士

は制度の上に胡坐をかいていないか、既成概念に囚われていないか、まるで喉元に刃の切っ先を

突き付けられているような気がして背筋が伸びる思いをしました。それなのに質問に対してはウィット

に富んだ回答や、時折見せるいたずら好きそうな笑顔に引き込まれる思いでした。 

第一部は土地基本法等の改正についてお話しいただきました。この改正において第 6 条 1 項に

公共の福祉の優先を資すために新たに土地所有者の責務が盛り込まれています。適正な土地の利
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用、管理、取引等を所有者自身で図らなければいけない事、これはバブル再来の抑止力になるべき

目的を持ちます。そして第２項において「所有権の境界を明確にしておく」と明記されています。私た

ちの大好物「筆界」ではないのですね。山野目先生曰く、現場において筆界と所有権界が乖離するケ

ースが多いのか、所有者に筆界を説明して俄かに理解できるのか、調査士の独りよがりになってい

ないか等、耳の痛いお話が続きます。でもそれがなぜか心地よい、よく講師の方から「先生方のその

卓越した知見をもって・・・」など耳心地の良いお話を頂く事が多いのですが、厳しい叱咤、要求の方

が心に留まる気がしました。 

第二部の質疑応答も様々な質問に対して分かり易く簡潔に、たまに質問者をいじったりと山野目

先生のペースに引き込まれた形であっという間に講義修了となりました。 

最後に、本年４月から相続登記申請義務化となりましたが、国庫帰属、契約不適合責任等私たち

を取り巻く環境の変化に各自対応していかなければなりません。それにはやはり個々で常に研鑽を

重ねて頂くと事と併せて、鹿児島会としても会員の皆様に逐次情報の提供をしていかなければなら

ないと考えております。今後とも研修活動へのご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。 
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行　　事 行　　事

18日 (木)

～ 8月22日 (木)

 会 務 報 告
業　務　経　過

日　　付 日　　付

令和 6年 4月 1日 (月) 表示登記の日

5日 (金) 法務局長着任挨拶

5日 (金) 登録証交付式(荒木進会員)

24日 (金)
一般社団法人九州・沖縄不動産
鑑定士協会連合会通常総会

25日 (土) 鹿児島県司法書士会定時総会

(火) 第１回理事会

6日(土) ～ 7日 (日) 第１回九Ｂ会長会議

28日 (火) 定時総会

6月 1日

9日 (火) 第１回研修委員会

1日

10日 (水) 税理士事務所会計チェック 28日

11日 (木) 第１回財務委員会

(土) 九Ｂ定時総会

9日 (火) 第１回総務委員会（電子会議）

(土) 第２回九Ｂ会長会議

12日 (金) 大隅支部総会及び研修会

7日 (金) 第２回総務委員会（電子会議）

4日 (火) 司調センター株主総会16日 (火) 決算監査

12日 (水)
業務委員会（広報共同）
（電子会議）

16日 (火)
法務局地図作成事業の次期地図
整備計画の策定に向けた基本方
針に関する説明会（電子会議）

14日 (金) 第１回広報委員会19日 (金) 大島支部総会及び研修会

18日(火)～ 19日 (水) 第81回日調連定時総会22日 (月) 鹿児島財務事務所との勉強会

24日 (水) 正副会長会議

19日 (水)
第１回全国統一情報共有・会員管
理システム協議会及び第２回統一
システム選考委員会（電子会議）

22日 (月)
第１回統一システム選考委員会
（電子会議）

24日 (水) 鹿児島銀行との勉強会 25日 (火)
第１回筆界特定制度と
調査士会ＡＤＲとの連携協議会

24日 (水)
鹿児島大学
経営と法＠地元セミナー

26日 (水) 第２回財務委員会

28日 (金)
狭あい道路解消を考える
セミナー（仮称）打合せ

26日 (金) 鹿児島支部総会 26日 (水) 税理士事務所会計チェック

7月 1日 (月)

第19回特別研修（基礎研修）

26日 (金) 霧島支部総会

1日(月)～ 14日 (日)

(火) 第１回センター運営委員会

26日 (金) 南薩支部総会及び研修会

出水支部総会及び研修会

2日 (火)
業務委員会（広報共同）
（電子会議）

第２回常任理事会

26日 (金) 鹿屋支部総会

22日 (月) 税理士事務所会計チェック

第２回理事会

9日 (木) 2日

5月 8日 (水)
マリンパレスかごしまとの
定時総会事前打合せ

19日 (金)

19日

10日 (金) 川内支部総会及び研修会

(金) 正副会長会議

15日 (水) 法務局との定時総会事前打合せ

11日 (土) 熊毛支部総会及び研修会 第19回特別研修（グループ研修）

15日 (水) 定時総会事前打合せ

15日 (水) 第１回常任理事会

22日 (水) 鹿児島県行政書士会定時総会

22日 (水) 第１回調査士会・公嘱協会協議会

24日 (金)
鹿児島県社会保険労務士会
定時総会

令和 6年

3日 (水) 鹿児島大学出前講座講師派遣

5月
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鹿児島県土地家屋調査士会令和６年度定時総会議事録（抜粋） 

日  時 令和６年５月２８日（火）午後１時３０分 開会 

場 所 マリンパレスかごしま 鹿児島市与次郎二丁目８番８号 

会員数 ２８２名 

出席会員          ９７名 

委任状による代理人出席 １０３名 

議決権会員数      ２００名 

司会 総務部理事 

 

 

議長     前杉 竜志  会員  (霧島支部) 

議事録署名者  地頭所 亮太 会員  (鹿児島支部) 

議事録署名者 松木薗 貴志 会員  (鹿児島支部) 

 

 

第１号議案 令和５年度収支決算報告に関する件及び監査報告 

賛成多数により、可決された。 

 

第２号議案 会館処分（案）承認の件 

（１）[提案理由の説明] 

 資料の通り会館(司調センター)建物の売却および取壊しについて承認を求めます。 

 

（２）質問等 

（岩下晴夫 会員）土地の売却価格は手付が入った状態なので確定ではない 

  この金額のまま総会議決をとってよろしいのでしょうか？ 

 

（上小鶴一善 会長）宅建業者の仲介による売買契約を締結しており、その内容に総会にて承認が得

られない場合は、白紙撤回する旨の条項が記載されている。現時点で本金額を表示することに問題は

ないと思っています。また、建物について、次の司調センターの総会までに売買金額が確定しないと

いう件については本総会には予定情報を説明すべきと考えており、予定金額を表示しました。 

  
（岩下晴夫 会員）金額が変わった場合、この資料で議決をとっても問題ないのかという心配です。 
 
（上小鶴一善 会長）土地については売買契約済ですので、変更することはないと考えています。 
 建物についても司調センターより提示された金額ですので、変更はないと考えています。 
 
（岩下晴夫 会員）「案」などの文言を追加してはどうかと思いました。 
  
（上小鶴一善 会長）土地については、宅建業者の仲介による売買契約済ですので変更はないものと

考えます。建物の金額が変更になった場合は、皆さんに意見を図るなどの対処を取らせていただきま

す。 
 
（上野英樹 会員）建物の金額が変更した場合は、執行部に一任という方針ではどうか？ 
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（馬場幸二 副会長）総会承認ですので、金額を示さないのはおかしいと考え、金額を提示しました。

大変恐縮ですが、２０％以内でしたら契約を認めるという内容の附帯決議とさせていただくのはいか

がでしょうか？ 
 
（議長）建物の金額については２０％の増減があった場合を含むという附帯決議とさせてください。 
 
（狹山靖裕 会員）パーセンテージではなく、変更があった場合は理事会決議に任せるという附帯決

議はいかがでしょうか？  
 
（原田昭文 会員）やはり最高議決機関である総会ですので、総会が理事会に委任できる範囲を指定

できるパーセンテージがよいと思います。 
 
（議長）この議決では２案について選択していただく方針でいかがでしょうか？ 
 ２０％以内であった場合でも理事会議決はとることになると思いますので。 
 
（迫田圭介 会員）司調センターの総会で売買価格が大幅に変更になる可能性があるということでし

ょうか？ 
 
（岩下晴夫 会員）私が言っているのは、金額を明記した状態で今回の総会決議をとり、その後、１円

でも変更になった場合、総会決議が無効になってしまうのではないか、という心配である。 
 
（上小鶴一善 会長）確かに、１円でも変更があった際に、再度に総会にかけるのは皆さまに申し訳な

いので、以下の条件で採決させていただきたいと考えます。 
 ・金額については案とする 
 ・２０％の金額増減の変更を許容する 
 ・変更があった場合、理事会議決を取る。議決後は速やかに会員宛に報告する 
 
（３）採決 

採決に入ります。特別決議となりますので、会場封鎖をお願いします。 

執行部は定足数の確認をお願いします。 

全会員２８２名中、委任状を含めて１９８名の出席を確認しました。 

賛成の方は挙手をお願いします。参加会員１９８名全員が賛成でしたので、第２号議案 会館処分

（案）は可決承認されました。 

 

第３号議案 令和６年度事業計画（案）承認の件 

 

令和６年度事業計画（案） 

 

【事業方針】（上小鶴一善 会長） 

１ 土地家屋調査士に関連する法令・制度の研究と対応 

２ 土地家屋調査士としての倫理の研修と啓発 

３ 隣接法律専門職団体等との積極的な連携の推進 

４ 将来にむけた財政基盤の調査・検討 
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［各部より事業計画の説明］  

 

【総務部】（浜田一平 副会長兼総務部長） 

１ 関係各法令等への対応 

  各種法令については引続き対応し、必要に応じて会則変更を検討いたします。 

２ 会員に関する情報整理と情報公開 

  会員の異動については適宜メール等について通知し、ホームページでも公開いたします。 

  事務局業務におきましても更なる効率化を図って参ります。 

 

【財務部】（鶴野俊昭 財務部長） 

１ 財政基盤の整備 

会員減少による会費収入の減収に加え、近年の物価上昇、また新しい事務局では以前と異なる経

費等も生じており、なお一層の適正な支出に取り組みます。 

２ 全国国民年金基金（土地家屋調査士支部）及び土地家屋調査士職業賠償責任保険制度の認知向上

活動と加入促進活動 

  主に新入会員を対象に加入促進活動を行います。またパンフレット等の配布を行います。 

３ 社会貢献活動への寄付 

永年チャリティーゴルフ大会を実地し交通被災者たすけあい協会へ寄付活動を続けてきました

が、他にも多方面に社会貢献活動をする機会があるので、今年度は検討して実施します。 

   

 

【業務部】（又木秀幸 業務部長） 

１ 業務処理の合理化及び業務適正化の研究 

 資料センターについて、先ほど報告した通り、分筆申告書の仕分けを進めていきます。内容に

ついては仕分けの完了、内容の点検、検索方法の確認等です。来年度には公開する予定です。表

示登記実務連絡会については、昨年と同時期に行う予定です。 

 また、４月に入ってからＶＲＳによる単点測量や、面積の変わらない地積更正登記について、

補正を求められた事例がありました。全国的には行われていない事例などは年度初めには起こり

うることですので、似たような事例があった際には冷静な対応をよろしくお願いします。 

 川内支部より情報提供がありましたので、この場で共有します。薩摩川内市が土地台帳の閲覧

を廃止することになったそうです。鹿児島では初めて聞きましたが、全国では事例があるそうで

す。 

２ 登記基準点の設置支援 

 再解析結果をチェックしていきます、簡易チェックでは改善がみられるものの、一部データに

不一致の項目があります。解析チェックを進め、今年度には何らかの結論を出します。 

３ 所有者不明土地関連法案への対応 

   引き続き、各種研修などに参加してまいります 

 昨年、広報部でもセカンドキャリアという視点で広報した実績もあり、会員増加や調査士の認

知度向上に寄与すべく活動していこうと思います。 

 

【研修部】(中西崇 研修部長） 

１ 会員研修会、公開講演会の実施及び支部研修会等の支援 

・支部総会に伴い要請のあった支部への支部研修会を実施。 

・第１回会員研修会を９月にＷＥＢ配信にて予定。最新技術の報告。 
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・第２回会員研修会を１１月２９日実施予定。狭隘道路に関する研修で県内自治体にも声掛けを

する予定。 

・第３回会員研修会を２月１４日実施予定。 

２ 産官学連携による研修会や出前講座等の実施及び支援 

・令和６年４月２２日に財務事務所主催の勉強会に講師を派遣。 

・令和６年４月２４日に第２回銀行と調査士の勉強会開催。 

３ 特別研修の受講推進 

・第１９回特別研修が７月１日から開催。当会より２名受講予定。 

４ 年次研修及び新人研修の受講義務の周知及び徹底 

・年次研修を１２月６日福祉センターにて開催予定。１期が残り２カ年で未受講者８０名。 

積極的受講を願います。 

・連合会主催の新人研修の対象者は当会にはいない。来年からブロックごとになるので 

義務研修以前の登録の方で未受講の方には近隣の県で開催される時は受講を促す。 

・県会主催の新人研修を９月１４日開催予定。土地や建物の基本的な考えから事務所経営に 

ついて当会より講師を立て開催予定。 

５ インターネットを利用した研修活動に係る環境整備の推進 

・連合会が主導してインターネットを利用した研修システムの構築中。今年度中に運用予定 

であり、今後は本システムを利用したＷＥＢ研修を実施していく。 

６ 土地家屋調査士専門技能持続学習（ＣＰＤ）制度の運用 

・引き続き連合会ホームページにてＣＰＤポイントを公開。ＣＰＤ付与については公平性を 

持って行います。 

 

【社会事業部】（中森祐一郎 社会事業部長） 

１ 災害基本協定締結の推進 

・九州ブロック協議会で情報収集を行い、大規模災害マニュアルを作成中である。支部ごとの連

絡網作成が必要なので、各支部に確認を呼びかける予定である。 

２ 地図の作成及び整備に関する支援 

・今年度は、法務局地図作成作業の 10 カ年計画を作成する年である。法務局と協議の上、支援

をしていく。 

３ 筆界特定制度及び調査士会ＡＤＲに関する事項への支援 

・今年度も引き続き、ADR センターと法務局筆界特定室の連携強化に努めたい。 

４ 認定土地家屋調査士の活用 

・業務部より鹿児島大学ロイヤリングセミナーを引き継ぎ、協力していく。 

５ 社会貢献活動の推進及び支援 

・今年度も各種相談会への参加を実施していく。 

６ 狭あい道路問題、表題部所有者不明土地問題への支援 

・令和６年３月に国交省より「狭あい道路対策に関するガイドライン」が策定された。これをも

とに、県内自治体にも研修が行われる予定で、調査士会としても事業に興味がある自治体と協議

を検討していく。 

 

【広報部】（内別府健 広報部長） 

１ 広報誌「会報かごしま」の発行 

  ・新春号のみ現在の製本発行とし、秋号は総会報告と新入会員紹介のデジタル版としたい。 

経費削減及び事務局負担の軽減、並びに広報部員の負担軽減になる 
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２ 「７月３１日調査士の日」「法の日」等各種無料相談会の啓発、広報を実施 

  ・例年通り開催していきたいと思います。 

３ 広報媒体等の作製配付（ＳＮＳ利用による告知の頻度アップ） 

  ・外部の方へ師事し広報活動の投稿・告知していきます。 

４ 支部広報活動への協力と既存設置看板の維持管理 

  ・古い看板を新しくすることはせず、将来的に撤去の方向で考える 

  （現在残っている看板は予算をとって撤去する方向で考えています） 

５ 筆界特定室、センターかごしまと本会との連携における広報に協力 

  ・協力依頼があった場合は対応することにしています。 

６ ホームページの維持管理 

  ・新ホームページ作成（問題点や今後の利用を考え準備検討していく） 

  （連合会研修システムとの連携や法令・通知など資料の公開など） 

 

【境界鑑定委員会】（谷口正美 境界鑑定委員長） 

１ 境界鑑定についての研究    

２ 筆界特定・境界鑑定研修会への参加 

  地籍問題研究会等へ参加する    

 

【境界問題相談センターかごしま】（有馬純哉 センター長） 

１ ＡＤＲ業務拡大の研究 

    オンラインによる相談や調停の検証のほか、特定和解の運用について検証を行います。 

２ センター研修会の実施 

特定和解方式の運用にあたり、法令等の研鑽を進めるセンター委員研修会を行います。また、模

擬相談や模擬調停など一般会員も参加する研修会の開催を行います。 

３ 筆界特定制度との連携強化 

  筆界特定室との連携協議を行い、連携した休日無料相談所の開催に努めます。 

  その他、共通リーフレットの刷新を行います。 

 

（議長）４号議案について説明をお願いします。 

 

第４号議案 令和６年度収支予算（案）承認の件 

 

（鶴野俊昭 財務部長）[収支予算の説明] 

 

（議長）第３号議案と第４号議案に関して質問はありますか？ 

 

[質問なし] 

 

（議長）採決に入らせていただきます。 

  

（議長）第３号議案について、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（議長）賛成多数と認め、可決承認されました。 
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（議長）第４号議案について、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（議長）賛成多数と認め、可決承認されました。 

 

 

６ その他の事項 

 

（議長）その他ありますでしょうか？ 

 

[発言なし] 

 

（議長）以上で全議事を終了させていただきます。ありがとうございました。 

 

（司会）前杉議長におかれましては、正確かつ適切な議事進行を有難うございました。 

この後、宜しければ、座長として その他の事項の進行を引き続きお願い申し上げたいのですが、宜

しいでしょうか。 

 

[異議なし] 

 

（座長）政治連盟会長お願いします。 

 

（谷口正美 政治連盟会長） 

 本年７月７日に鹿児島県知事選挙があります。皆さん投票をお願いします。 

 

（座長）公嘱協会からよろしくお願いします。 

 

（上野英樹 公嘱協会理事長） 

公嘱協会は自主事業に力を入れています。京都大学の防災研究所 GPS 観測については今年度も無

事に終わらすことができました。 

明後日 5/30(木)公開講座を自治会館で開催します。桜島の大規模噴火に備えての講義と相続登記の義

務化に関連して司法書士の内田先生を招いて開催します。まだ席が空いておりますので、皆様お誘い

の上、参加をお願いします。 

 

（座長）青年会長から一言よろしくお願いします。 

 

（山﨑郁弥 青年会長） 

新規登録者に向けてアンケートをとり、教育係を割り当ています。 

 毎年１１月頃に５士業対抗のレクレーションを実施しています。 

 

（座長）新入会員の方自己紹介をお願いします。 

 

[南薩支部] 樋園勝士会員による自己紹介 

 

（座長）時間になりましたので、すべて終了します。ありがとうございました。 

16



 
 

 

[座長降壇] 

 

（司会）議長におかれましては、長時間の議事進行、また座長として、大変お世話様になりました。

厚く御礼申し上げます。有難うございました。 

 

７ 閉会の辞 

 

（浜田一平 副会長兼総務部長） [閉会の挨拶] 
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各部報告 

総務部 

副会長・総務部長 浜田一平 

皆様におかれましては鹿児島県土地家屋調査士会の活動にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。

５月の総会が無事に終了しましたこと感謝申し上げます。副会長・総務部長として一期が過ぎ、まだまだやれ

ることがあったのではないかと反省し多くの課題を残しました。今期は一つでもその課題に取り組めるよう尽力

いたします。 

総務部の今年度の総務部の事業計画は以下のとおりです。 

１. 関係各法令等への対応 

各種法令について引継ぎ対応し、必要に応じて会則の変更を検討します。 

また、重要な通達等においてはホームページでも確認できるように対応します。 

２. 会員に関する情報整理と情報公開 

会員の異動については適宜メールにて通知し、ホームページでも公開します。 

昨年の１０月に事務局を金生町に引越しをしました。引越しの際には事務局業務を１日お休みとし会員の

皆様にはご協力頂きありがとうございました。新事務局においてもスムーズな運営を行えるように努めて参

ります。まだ来られていない会員の方は、1 度は新事務局にお寄りし事務局員の皆様にお声掛けください。 
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財務部 

財務部長 鶴野 俊昭 

 

会員の皆様におかれましては、日頃より本会の財務運営にご協力いただきありがとうございます。 

令和６年度の事業計画は、下記の３項目となります。 

１. 財政基盤の整備 

昨年１０月に事務局移転も完了し、司調センターの売却も年内には完了する予定です。  

次年度までは移転・売却に伴う諸経費が発生しますが、その後は以前とは異なる経費にての財務

運営となります。 

また現在の会員数は２８２名の４法人であり昨年より１４名の会員減であり、会員減少は今後も続く

と思われます。 

会員減少による会費収入の減少及び近年の大幅な物価上昇伴い諸経費が増額する中、なお一

層の適正な支出に取り組んで参ります。 

 

２. 全国国民年金基金（土地家屋調査士支部）及び土地家屋調査士職業賠償責任保険制度の 

認知向上活動と加入促進活動 

主に新入会員向けに認知向上活動及び加入促進活動をおこなっていますが、新入会員に限らず

未加入の方もお申し付けください。 

 

３. 社会貢献活動への寄付 

３０年以上、鹿児島県土地家屋調査士会主催のチャリティーゴルフ大会を実施し鹿児島県交通被災

者たすけあい協会へ寄付活動を続けて参りましたが、今年度は趣を変えた社会貢献活動を検討して

おり、決まりましたら皆様へご連絡致しますのでご協力の程、よろしくお願い致します。 
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業務部 

業務部長 又木 秀幸 

 

皆様、日頃の業務お疲れ様です。この原稿が読まれる頃は、ようやく暑さも和らいできた頃かと思

いますが、まだまだ残暑が続くことが予想されますので、体調管理には引き続きご留意ください。 

 

さて、既にメールでご案内したとおり、GNSS の単点観測法に関する扱いが、令和６年１０月１日よ

り変更となります。(嘱託登記については、契約日が令和６年９月末以前であれば、変更前の対応

が可能です。） VRS を用いた単点観測法において、各種マニュアルに沿わない方法で測量を行

った場合、任意座標として扱われることになりますので、申請時には十分ご注意いただければと

思います。 

不動産登記規則第７７条第１項第８号では、地積測量図において基本三角点等に基づく測量成

果による筆界点の座標値が求められています。 しかし、第２項にて、近傍に基本三角点等が存

在しない場合や、その他の特別な事情がある場合には、近傍の恒久的な地物に基づく測量成果

による筆界点の座標値を記録することが定められています。 連合会からも、公共座標での測量

が推奨されていますが、既存の基準点が年々減少していることから、これに対応する作業には時

間と費用がかかるため、当会としても対応が難しい状況が続いていました。 

こうした背景の中で、２年前に安価な GNSS 機器が国土地理院の１級 GNSS 測量機器として認定

されました。 機材購入の負担が少なくなるため紹介したところ、興味を持たれた方も多くこれまで

に、青年調査士会、嘱託協会、鹿児島支部、霧島支部において研修が行われています。 今後

も、公共座標による地積測量図の作成を推進するため、問い合わせがあれば研修部と協議の

上、対応いたします。 

公共座標による地積測量図の作成を積極的に行っていただきますよう、よろしくお願いします。 
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 研修部 

研修部長 中西 崇 

 

日頃より本会研修活動にご協力いただきありがとうございます。昨年より研修部を担当すること

となり、多くの方の協力を頂きながら無事に活動を終えることができました。お世話になった方々

にこの場を借りてお礼申し上げます。 

 

さて、本年度の活動計画を下記に記載します。 

 

１．会員研修会、公開講演会の実施及び支部研修会等の支援 

・第１回会員研修会を９月中旬に動画配信にて開催。『３Ｄレザースキャナーを使用した業務の

紹介』 

・第２回会員研修会を１１月２９日（金）に実施予定。題材は『狭あい道路解決に向けたセミナー

（仮）』として自治体と共に勉強会を行います。 

・３回会員研修会を２月１４日（金）に実施予定。題材未定。 

 

２．産官学連携による研修会や出前講座等の実施及び支援 

・令和６年４月２２日に財務事務所主催の勉強会に講師を派遣致しました。今後も継続的に講

師を派遣し、財務局との関係を深めていきたいと思います。 

・司法修習生実務講座として講師を派遣します。 

   日時、場所 １１月２７日（水）９：３０～１２：３０ 県弁護士会会館３階 

   講 座 名 「測量、地図、境界の実務」 

 

３．特別研修の受講推進 

・本年７月１日より第１９回特別研修が開催。当会からは１名受講中。 

 

４．年次研修及び新人研修の受講義務の周知及び徹底 

・年次研修を１２月２０日福祉センターにて開催予定。現在未受講の方々は参加をお願い致し

ます。 

・県会主催の新人研修を９月１４日（土）に開催予定です。 

 

５．インターネットを利用した研修活動に係る環境整備の推進 

・連合会が主導してインターネットを利用した研修システムの構築中であり今年度中に運用予
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定です。今後は本システムを利用したＷＥＢ研修を実施していきます。 

 

６．土地家屋調査士専門技能持続学習（ＣＰＤ）制度の運用  

・引き続き連合会ホームページにてＣＰＤポイントを公開。ＣＰＤ付与については公平性を持って

行います。 

 

以上よろしくお願いいたします 
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広報部  

広報部長 内別府 健 

 

暑さが本格化してきまして、連日猛暑日が続いております。熱中症にならないように水分補給や

体調に十分お気をつけてください。 

今年度も引き続きのご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

今年度の広報部活動計画です。 

 

１ 広報誌「会報かごしま」の発行 

  ・２０２４秋号を今回発行(デジタル版)、２０２５新春号を発行予定です。 

 

２ 「７月３１日調査士の日」「法の日」等各種無料相談会の啓発、広報を実施 

  ・「７月３１日調査士の日」については,会報かごしま２０２４秋号にポスターを掲載。 

  ・１０月１日の「法の日」無料相談会を実施。 

 

３ 広報媒体等の作製配付（ＳＮＳ利用による告知の頻度アップ） 

  ・デジタル広告を作成します。 

  ・各部と連携協力してよりよい広告媒体の作成を考えています。 

 

４ 支部広報活動への協力と既存設置看板の維持管理 

  ・各支部に現在の看板設置状況の調査依頼をし、将来的には撤去の方向で考える。 

今後は看板の新設予定はなし。 

 

５ 筆界特定室，センターかごしまと本会との連携における広報に協力 

  ・従来どおり協力依頼があった場合は対応していきます。 

 

６ ホームページの維持管理 

  ・事務局移転に伴い、新ホームページの作成を検討する。 

今後の利用を考え内容を検討し、3 年計画で予算を作成していく。 

 

以上が今年度の広報部活動計画です。 

 

広報部として会員の皆様の業務の一助となるべく、広報活動していきたいと考えています。 
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ＳＮＳ利用など積極的に行い、各種広報による土地家屋調査士の知名度アップ 

や、試験の受験者数の増加に少しでも貢献できるよう活動していきたいと思います。 

会員の皆様のご意見・ご要望を是非お聞かせください。 
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社会事業部 

社会事業部長 中森 祐一郎 

 

社会事業部の中森です。１期担当して、社会事業部の業務にも慣れてきましたが、多岐にわ

たる業務に忙殺されつつも、理事・委員のサポートにより無事業務を遂行できました。皆様に感

謝いたします。 

 それでは、今年度の事業計画をお知らせします。 

（１） 災害基本協定締結の推進 

（２） 地図の作成および整備に関する支援 

（３） 筆界特定制度及び調査士会 ADR に関する事項への支援 

（４） 認定土地家屋調査士の活用 

（５） 社会貢献活動の推進及び支援 

（６） 狭あい道路問題、表題部所有者不明土地問題への支援 

 元旦の能登半島地震に続き、日向灘・南海トラフ地震の懸念もされる昨今です。災害は必ず来

るものとして、備える必要があります。まずは、大規模災害対策マニュアルを作成中です。 

 ３月２日に９士業の専門士業団体協議会主催の無料相談会に参加しました。相談会を通じて、

登記制度が浸透しておらず、未登記建物の発生要因になっているのではと、推察しました。今後

も様々な機会を通じて、登記制度の浸透を図る必要があると思いました。 

 １１月２９日に狭あい道路シンポジウムを開催予定です。狭あい道路のある住宅等が密集する

市街地は、建て替え等に制限があり、緊急車両の進入が困難で危険な状態です。防災と安心安

全な町作りの観点から、狭あい道路の改善が必要になります。土地家屋調査士は、この問題に

関わる専門家として、行政機関等との連携に資するものと考えております。このような意図で、問

題解消に取り組んでおります。 

会員の皆様におかれましては、今後とも各事業に対するご理解とご協力をお願いいたします。 
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境界問題相談センターかごしまだより 

境界問題相談センターかごしまセンター長 有馬純哉 

 

 センターかごしまは本年度から「特定和解」に取り組むことになりました。 

これにより、合意した内容が履行されないときに裁判を申し立てなくとも、和解契約書を裁判所に

提出し執行決定を受けることで民事執行が可能になります。 

実際には調停の中で、当事者双方が和解後に不履行があった場合の民事執行に合意する「執行

合意」が必要となります。 

これにより民間 ADR の和解に執行力が認められることになり、利用者にとって一定の利便性が生

まれました。 

一方で、調停員としては当事者の合意内容の法的公正さの判断だけでなく、当事者が相手に対し

求める内容の特定がこれまで以上に求められます。 

例えば越境構造物の撤去であれば、基点を設け測量を行って図面化した位置特定が必要になっ

たり、工事仕様書の作成をする必要があるなど、細やかに債務の特定をしていくことになります。 

 その他のセンターの動向では相談申し込みが続いています。 

最近は取得時効絡みや売買その他の権利絡みで弁護士の判断を必要とする案件で、調査士か

ら紹介されて相談申込をされるケースが増えて来ています。弁護士と調査士が一緒に相談にのる

と、それぞれの知見から幅広くアドバイスが出来て、満足されるケースも多く見受けられます。相

談で全て解消するわけではなくとも、解決の方針が見えるというのは解決への大きな一歩です。 

センター業務は、相談を通じ紛争解決の入り口から始まって、一定の紛争の解決である和解調

停完了後、債務不履行が発生した場合の民事執行に必要な和解契約書の作成者として責任を負

うことになりました。 

調停機関として一層の専門性を求められる機会も増えたので、学術顧問の草鹿晋一先生から

ご教授いただきつつ、会員研修会などで皆様にも ADR 関連の情報をお伝えしていきたいと思いま

す。 

 

26



公嘱協会だより 

理事長 上野 英樹 

 

猛暑が続いた夏が過ぎましたが、まだしばらくは暑さが続くようです。 

どうぞご自愛ください。 

また、会員の皆さまには、日頃から公嘱協会へのご理解とご支援を賜り、心より感謝申し上げ

ます。 

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザと同じ「５類」に移行し

て約１年半が経過し、皆さまを取り巻く環境も大きく変化していることと思います。当協会も、ＷＥ

Ｂ会議の継続などデジタルツールの活用にシフトしています。 

レジリエントな公益法人として、事業環境の変化に対して迅速かつ柔軟に対応し、リスクをチャ

ンスに変えて成長を遂げるための組織構築を目指していきます。 

 

近況報告といたしましては、法務局地図作成事業（令和６年度及び令和７年度）いわゆる１４条

地図作成について、本年も当協会で作業を行うことになりました。２０数年にわたり鹿児島市内で

実施されてきましたが、今回初めて鹿児島市以外の「姶良市加治木町本町ほか地区」での実施

となります。例年、いろいろと厳しい状況でありますが、 社会貢献として土地家屋調査士制度が

世間に認知され、震災などの大規模災害時には復興に大きな役割を果たすと認識し、引き続き

取り組んでまいります。 

 

自主事業も積極的に活動しています。 

・「桜島大規模噴火に備えよう」「相続登記義務化を学ぶ」と題して、一般・官公署向けに公開講

座を実施し、多くの方々にご参加いただきました。 

・例年６月には、街区基準点の点検管理を行い、各自治体に報告しています。 

・桜島 GPS 観測活動を通じて、京都大学防災研究所 桜島火山観測所の火山噴火予測などの研

究にも協力しています。 

 

今後の活動としては、県民が安心して暮らせる安全なまちづくりが急務であり、本年１月に発

生した能登半島地震では甚大な被害が報告されています。防災や減災の観点から、狭隘道路解

消に向けて公嘱協会も積極的に動いていきます。特に木造密集地では延焼を遮断する広い空間

が不足しており、救急車等の進入困難や消火・救助活動の遅れなどの課題があり、国民の生命

と財産を守るため、鹿児島県でも早急に取り組むべきだと感じています。当協会も、鹿児島県土

地家屋調査士会・政治連盟と三位一体となり、土地家屋調査士としての専門性を活かした社会
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貢献を果たす方針です。また、官民境界確認補助業務など、公共の利益となる事業の提案も検

討していきます。 

 

最後になりますが、鹿児島県土地家屋調査士会会員の皆さまのさらなるご健勝とご活躍を心

よりお祈り申し上げます。 
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政連だより 

政連会長 谷口正美 

日頃より政治連盟の活動へのご理解、ご支援に感謝申し上げます。 

連日、最高気温の記録更新が続いておりますが、お健やかにお過ごしでしょうか。 

さて、ここで政治連盟の活動内容につきまして、あらためてご説明させていただきます。 

土地家屋調査士政治連盟とは、司法制度改革や規制緩和政策により土地家屋調査士制度が

大きく揺れ動いた平成１２年６月、日本土地家屋調査士会連合会定時総会において政治連盟の

必要性が提言され、政治連盟設立に向けた活動が開始されました。 

そして、平成１３年５月『土地家屋調査士制度の充実・発展と土地家屋調査士の地位の向上を

図り、不動産に係る権利の明確化を推進し、国民の権利の擁護に貢献するために必要な政治活

動を行うこと』を目的に全国の土地家屋調査士会に政治連盟が設立されました。 

これを受けて、平成１３年６月２３日、全国土地家屋調査士政治連盟（全調政連）が設立され、

現在の組織形態がスタートいたしました。 

土地家屋調査士政治連盟は、特定の党派や政治家を応援するための組織ではなく、土地家屋

調査士制度の有用性を政治に反映させ、制度の充実・発展と土地家屋調査士の活用拡大を実現

し、地位の向上を図るために政治活動を行います。 

我が国の強制入会制度をとるすべての資格者が政治連盟を設立していることは、資格者制度

といえども政治の理解無くして制度の充実・発展が困難であることを物語っています。 

全調政連は、政治資金規正法第６条の規程により定められた政治団体です。日本土地家屋調

査士会連合会（日調連）、全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会（全公連）と連携し

て、法改正をはじめとした、土地家屋調査士制度の充実・発展と土地家屋調査士の社会的・経済

的地位の向上を目指しています。 

また、不動産にかかる権利の明確化を推進し、国民の権利の擁護に貢献するために必要な政

治活動を行っています。 

これには土地家屋調査士制度を支援していただいている、自由民主党、公明党、立憲民主党、

国民民主党に組織された議員連盟と強固な連帯が必要です。選挙における候補者の推薦や選

挙活動は、日調連及び全公連では、法律によりその活動が認められていないため、全調政連が

行う必要があります。 

土地家屋調査士は、「境界の専門家」だと社会に認識していただくために、昭和６０年から境界

鑑定を研究し、筆界特定や ADR を実践してきました。 

そのことを政治の場面に伝えた結果、令和 2 年 8 月 1 日に施行された土地家屋調査士法の第

一条に「土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の
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専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資するこ

とを使命とする。」と明記されたことは、全調政連、日調連、全公連が活動した大きな成果です。 

これらのことをご理解していただき、土地家屋調査士と政治は関係ないと思っておられる政治

連盟に未入会の会員の皆様には、政治連盟の大切さを再認識していただき、「政治連盟入会届」

のご提出をお待ちしております。感謝。 
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青調会だより 

会長 山﨑郁弥 

 

山﨑と申します。かごしま青年土地家屋調査士会の出戻り会長です。 

以下、最近の活動を報告いたします。 

５月１０日には、ZOOM を用いたオンライン会員懇親会を開催しました。イベントは１８時にスタートし

ましたが、日付が変わるまで皆さんと楽しく交流を深めることができました。 

５月２８日には、県土地家屋調査士会総会の後、天文館で対面での懇親会を開催しました。久しぶり

の対面で、皆さんとお酒を交えながら楽しい時間を過ごすことができました。 

この原稿執筆時点（７月２日）では、まだ先の話ですが、８月３日には鹿児島県青年司法書士会創立

５０周年式典に招待されましたので、参加させていただき、若手の司法書士の皆さんと交流を深めた

いと思っています。 

また、１０月１２日には志布志市立安楽小学校が創立１５０周年を迎えることになり、会員の皆様のご

協力のもと、測量の出前授業を行う予定です。 

最後に、かごしま青年土地家屋調査士会は業務の研鑽と会員相互の親睦を目的とする任意団体で

す。他の士業との懇親会や教育係制度、ラインでの情報交換なども積極的に行っています。入会案

内をご覧いただくと、詳細がわかりますが、満 50 歳未満または調査士登録後１０年以内の方には、

初年度の会費が無料となっております。ご入会をお待ちしております。 
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かごしま青年土地家屋調査士会（かごしま青調会）は業務の研鑽及び会員相互の親睦を

目的とする任意団体です。

正会員 ・・・満50歳未満、または土地家屋調査士登録後10年以内（年会費12,000円）

賛助会員・・・正会員の条件を満たさなくなった会員（年会費6,000円）

入会1年目は会費無料です。入会2年目以降も適宜会費減額される場合があります。

ご入会お待ちしています。どうぞよろしくお願いします。

かごしま

青調会

懇親・

交流

研修・

研鑽

人材

育成

レクレー

ション

情報

交換

・教育係制度

・質問掲示板

・若手質問データベース

・研修会

・寺子屋

・研修情報データベース

・スポーツ大会

・趣味企画

・懇親会

・他士業交流会

・メーリングリスト

・情報交換板

・共有知識データベース

【特徴】 主な活動はすべてリモートでの参加が可能

活動およびシステムイメージ

お問合せ：かごしま青調会幹事 ka-seicho-staff@googlegroups.com 

http://kagoshimaseityou.livedoor.blog/

入会方法
かごしま青調会ブログの受付フォームにご入力ください

「かごしま青調会」で検索、または、QRコードからもアクセス可能です

かごしま青年土地家屋調査士会 入会のご案内
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更新日

かごしま青調会　システム一覧 2021/3/20

No. 説明・備考
正会員

(新人)
正会員 賛助会員 一般人

システム

種別
アドレス、URL等

① メーリングリスト
全会員登録のメーリングリスト

活動案内等を配信
○ ○ ○ メール ka-seicho@googlegroups.com

② ブログ
青調会システムのポータルサイト

活動記録は一般公開
○ ○ ○ ○

③ アンケート
情報投稿用の入力フォーム

アンケート一覧から入力可能
○ ○ ○

④ リモート会議
リモート会議システム

会議一覧から入室可能（ゲスト参加可能）
● ● ● ZOOM

⑤ カレンダー 予定共有用カレンダー ● ● ●

⑥ ファイル共有 ファイル共有用クラウドストレージ ● ● ●

⑦ LINEグループ(情報交換板)
全会員用のLINEグループ

過去ログはファイル共有から参照可能
● ● ●

⑧ LINEグループ(質問掲示板)
新人用のLINEグループ

過去ログはファイル共有から参照可能
●

入会、変更、退会をご希望の方は、青調会ブログの受付フォームにご入力ください。　参考：(別紙)入会手続きフロー

メールでの問合せ先：青調会スタッフ <ka-seicho-staff@googlegroups.com>

※青調会システムはGoogleChromeまたはMicrosoftEdgeで動作します。InternetExploreでは一部動作しませんのでご注意ください。

※LINEを利用する方はPC板LINEのインストールをお勧めします。LINE公式サイトからインストーラをダウンロード可能です。

　https://line.me/ja/download

機能

Web

Google

LINE

https://kagoshimaseityou.livedoor.blog/

LINEグループ

○：全員利用可能

●：登録ユーザのみ利用可能
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更新日

かごしま青調会　入会手続フロー(システム導入フロー) 2022/11/21

　リンク先 　　　お願いしたい操作 システム管理者の作業 利用可能となるシステム

https://forms.gle/piwxVvbPoLNZeGRS8

https://forms.gle/iyt3HneEMKNPaqTW7

※青調会システムはGoogleChromeまたはMicrosoftEdgeで動作します。InternetExploreでは一部動作しませんのでご注意ください。

※LINEを利用する方はPC板LINEのインストールをお勧めします。LINE公式サイトからインストーラをダウンロード可能です。

　https://line.me/ja/download

↑ このQRコード

を友だち登録

ブログ内の入力フォームに情報入力

①メーリングリスト

②ブログ

③アンケート

教育係割当アンケートに回答

QRコードで管理者を友だち追加

管理者にメッセージ送信

メーリングリストに登録

システムにユーザ登録

④リモート会議

⑤カレンダー

⑥ファイル共有

LINEグループに招待

かごしま青調会

受付フォーム

⑦LINEグループ(情報交換板)

⑧LINEグループ(質問掲示板)

教育係を割り当て 教育係へ質問が可能

教育係

アンケート

ステップ１

青調会入会

LINEグループに参加

利用希望者

のみ

教育係割当希望者のみ

教育係割当不要の人も

回答をお願いします

対象：全会員

ステップ２

LINEグループ

対象：希望者のみ

ステップ３

教育係

対象：全新人

(入会3年目以内)

【教育係と質問掲示板】

新人（入会３年目以内）の会員が対象です。

希望会員１名につき担当教育係１名を割当します。

質問掲示板(LINE)に質問を投げると、親切な先輩が回答してくれます。

過去ログの閲覧も可能です
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かごしま青調会　ブログ機能説明イメージ図

https://kagoshimaseityou.livedoor.blog/

↑「かごしま青調会」で検索

受付フォーム

入会・変更・退会手続き

ご意見投稿もこちら

活動＆システム概要

活動カレンダー

※登録ユーザーのみ利用可

情報交換板のログ

※登録ユーザーのみ利用可

アンケートの一覧

※登録ユーザーのみ利用可

会議・研修の一覧

※登録ユーザーのみ利用可

共有情報

※登録ユーザーのみ利用可

アーカイブ一覧

投稿記事

リンク集
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事務局だより 

事務局 下野裕二 

 

皆様、夏の猛暑がまだまだ続いていると思われますが（この原稿は７月に作成）、いかがお過ご

しでしょうか。 

縁あって今年４月から事務局に勤務しております、下野裕二と申します。「筆界」「回報」「客月」

など独特の用語に「？？？」と戸惑いつつ、還暦を過ぎ衰えの顕著な頭を何とか駆使し、皆様に

教えを乞いながら、政治連盟、鹿児島支部、研修部等を担当しております。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

3 月まで 4 年間、屋久島で単身赴任生活をしていた経験から特に本土にお住いの方へお勧め

したいことがあります。「鹿児島の離島への旅」です。関東、関西等へは行ったことがあっても、佐

多岬以南の離島へ行ったことがないという方も多いと思います。今では多くの訪日客も訪れる、世

界遺産として認められた屋久島、奄美大島、徳之島をはじめとする鹿児島県の離島には、自然、

食、歴史、伝統、文化など島々ならではの素晴らしい地域資源が豊富にあり、そこに住む温かい

人々がいます。是非、ご家族やご友人などと次の旅は鹿児島県内の離島へおいでくださり、新た

な鹿児島の魅力を発見してください。 

 

 

 

 

最後に「苔」にちなんだ問題をひとつ。「苔」は「スマートフォン」には入っていませんが、「携帯電

話」には入っています。どういうことでしょう？ 

世界⾃然遺産地域のある屋久島は
「⽔」と「苔」が育む島 

頻繁に通った屋久島南部「湯泊集落」に
ある空と海を臨める露天温泉（右⼿前） 
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事務局だより 

事務局 永家 綾乃 

 

 昨年１１月末より勤務しております永家綾乃と申します。 

 入職してあっという間に半年が経過しましたが、先生方をはじめ事務局の方々に温かいご指導

をいただきながら、日々業務を行っております。 

 まだまだ不慣れな点が多く、ご迷惑をおかけすることも多々あると思いますが、頑張ってまいりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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事務局だより 
事務局 外村映恵 

昨冬よりパート職員として勤務しております外村と申します。 

 入職当初は、初めての業界で不安でしたが、会員の先生方や事務局の皆様の温かいご指導の

おかげで、少しずつ慣れてきました。大変感謝しております。 

事務局には週３日勤務しておりますが、余暇は、美味しいものを食べたり、ユーチューブやアマ

ゾンプライム等で映画や旅行関係の動画を見たりして過ごしています。食べ物や動画でオススメ

がありましたら、教えていただけると嬉しいです。 

 初めての業務も多く、至らないことばかりでご迷惑をおかけしておりますが、会員の先生方のお

役に立てるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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編集後記 

⼭﨑：この夏からダイエットと健康維持を兼ねてウォーキングを始めました。５km を 

５０分で歩いています。最初は正直⾟いこともありましたが、徐々に体が慣れてきて、ウ

ォーキング中の景⾊や空気の新鮮さを楽しむことができるようになりました。皆様の健康

や⽣活向上に役⽴つ情報やご意⾒があれば、お気軽にお寄せください。 

 

内別府：連⽇の猛暑⽇の中、現場作業が続き 3 キロ減量に成功しました。 

調⼦に乗り夏休み家族旅⾏からお盆休みでの暴飲暴⾷が続き、3 キロ増量しました。 

現状維持は難しいですね、皆さま残暑も厳しくなりそうですので熱中症対策を⼗分にして

暴飲暴⾷にご注意くださいませ。 

 

前原 

この間久しぶりに体重計に乗ったら調査⼠登録時（２年前）から１２キロ体重が増えて

て、⾃分でも驚きを隠せなかったでした。仕事にも慣れてきて、時間をつくる余裕もでて

きたので運動を始めてみようと思います。 

 

迫⽥ 

⾊々とバランスを崩した１〜２年でした。後厄を数か⽉でぬけます。男性更年期障害か？ 

年齢に抗って少しでも若々しくありたいと思うこの頃です。 

 

元井 

今年の夏は熱中症とコロナに同時期にかかってしまい、体調管理の⼤切さを実感しまし

た。まだまだ暑い⽇が続きますので皆様もお気を付けください。 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和　　年　　月　　日 鹿児島県土地家屋調査士会

価格(円) 注文数

1 戸 籍 請 求 書 (Ａ版) ( 申 込 書 必 要 ) 30 枚 600 550 （ 550 ）

2 領 収 書 ・ 請 求 書 (Ａ版) ( 内 税 ) 50 枚 700 550 （ 550 ）

3 領 収 書 ・ 請 求 書 (Ａ版) ( 外 税 ) 50 枚 700 550 （ 550 ）

4 事 件 簿 (Ａ版) 50 枚 500 550 （ 550 ）

5 バ ッ ジ 1 個 1,500 550 （ 550 ）

〒

住　　所　：

Ｔ Ｅ Ｌ　：

氏　　名　：

登録番号　：

用紙販売振込口座

※令和5年10月11日以降より事務所移転の為　FAX番号が変更になっております。

※令和5年10月1日以降より品目が一部販売終了となり、全用紙販売価格を改定しております。

※送料は、離島であるか否かに関わらず、一律料金となりました。

※戸籍請求書について、事務局での対面販売の際は会員証の提示をお願いします。

※オリジナルグッズは業者へ直接ご注文ください。県会では取り扱っておりません。

　（県会ホームページ、「グッズの紹介」にリンクがございます。）

〇お振込み時に「登録番号とお名前」を

ご記入・ご入力ください。

　また、お振込次第、銀行振込用紙等を

原則ＦＡＸで送付下さい。

※振込・発送を伴う注文販売について

①注文（原則ＦＡＸにて、１６時まで）

②振込（用紙代金＋送料）

③振込用紙を事務局へ送付（原則ＦＡＸ）

④事務局より発送（注文翌日以降）

　 　鹿児島銀行　県庁支店　普通預金

　　 口座番号　１２７２２４４

　 振込先

        鹿児島県土地家屋調査士会

（会    員）

用紙ＦＡＸ注文書（099-203-0688）

品　　　　　　　　　名 送料(離島送料)(円)







〒171̶8516  東京都豊島区南長崎３丁目16番６号
営業部 TEL（03）3953̶5642  FAX（03）3953̶2061

www.kajo.co.jp
Ｘ（旧Twitter）：@nihonkajo

フリガナ

■ご注文日　　　　年　　　　月　　　　日
T EL

FAX

通信欄ご住所 〒

お名前

※ご記入いただいた個人情報は、商品の発送、お支払いの確認などの連絡および当社からの各種ご案内（刊行物のDM、アンケート調査など）以外の目的には利用いたしません。

太枠内を記入し、
当社に送信ください。 商品に同封の振込用紙をご利用ください（振込手数料は当社負担）。

確認後、4～5営業日で、郵送または宅配にて出荷します（国内限り）。
※在庫が無い場合は、少々お時間を頂きます。

FAX.03-3953-2061ご注文

お届け

お支払

特別価格・送料当社負担 書籍注文書 ご注文締切 2024年10月31日（木）必着

右記コードまたはURLからでも
特別価格・送料当社負担にてご注文いただけます！
https://forms.gle/LLHHiR9SxxVVeDxK6

販促コード：205119

49083
表実３

書　　名 特価（税込） 部数

部

部

部

書　　名 特価（税込） 部数

4,460円

49082
表実２ 4,750円49081

表実１ 4,650円 部

部

部

第１巻
登記手続総論・土地の表題登記・分筆の登記
第３巻
地積測量図・土地の滅失の登記・特殊登記

49085
表実５ 5,450円第５巻　建物の合体・合併・分割の登記、区分

建物の登記、建物の滅失の登記、建物図面関係

第２巻　
合筆登記・地積更正・地目変更・地図訂正

49084
表実４ 4,460円第４巻　

建物の表題登記・建物の増築の登記
49086
表実特 5,540円特別編　

筆界特定制度一問一答と事例解説

【好評書籍のご案内】
押さえておくべき知識から希少な事例まで現場での疑問・実例を網羅 !

今もなお実務を支える、信頼のロングセラー。

●「設問→解答→解説」の流れでわかりやすく解説。
●根拠条文・先例・判例と関連付けた具体的な解答を提示。
●実務現場での利便性を考慮し、事項索引、法令・先例・判例索引を収録。

中村隆・中込敏久 監修　荒堀稔穂 編集代表

新　版 Q&A
表示に関する登記の実務

第１巻 登記手続総論・土地の表題登記・分筆の登記
2007年1月刊 A5判 560頁 定価5,170円（本体4,700円）➡特価4,650円（税込）

第２巻 合筆登記・地積更正・地目変更・地図訂正
2007年5月刊 A5判 560頁 定価5,280円（本体4,800円）➡特価4,750円（税込）

第３巻 地積測量図・土地の滅失の登記・特殊登記
2007年11月刊 A5判 500頁 定価4,950円（本体4,500円）➡特価4,460円（税込）

第４巻 建物の表題登記・建物の増築の登記
2008年5月刊 A5判 504頁 定価4,950円（本体4,500円）➡特価4,460円（税込）

第５巻 建物の合体・合併・分割の登記、区分建物の登記、建物の滅失の登記、建物図面関係
2008年12月刊 A5判 640頁 定価6,050円（本体5,500円）➡特価5,450円（税込）

特別編 筆界特定制度 一問一答と事例解説 筆界特定実務研究会 編著
2008年1月刊 A5判 672頁 定価6,160円（本体5,600円）➡特価5,540円（税込）





●個別にご加入されるよりも保険料が割安です 。

保険金額 2 0 0万円の年間保険料

測量機器総合保険（本制度） ： 3 1 , 3 0 0円

動産総合保険（個別加入） ： 8 3 , 8 2 0円

●免責金額はありません。

測量機器総合保険
（動産総合保険）

のご案内

お問い合わせ先

日本土地家屋調査士会連合会共済会 測量機器総合保険の特徴

会員が所有・管理する測量機器（製品№のある機器に限る）について

業務使用中、携行中、保管中等の

偶然な事故による損害に対し、

保険金をお支払いします。

このチラシは動産総合保険の概要をご説明したものです。詳細はパンフレット等をご覧ください。
ご加入ご検討の方、パンフレットをご希望の方は桐栄サービスまたは三井住友海上までご連絡ください。

日本土地家屋調査士会連合会共済会

取扱代理店 引受保険会社

有限会社桐栄サービス
東京都千代田区神田三崎町１丁目２－１０

土地家屋調査士会館６Ｆ

TEL ０３（５２８２）５１６６

三井住友海上火災保険株式会社
広域法人部営業第一課

東京都千代田区神田駿河台３－１１－１

TEL ０３（３２５９）６６９２

保険期間
２０２４年４月１日午後４時から２０２５年４月１日午後４時まで
※保険期間の中途での加入もできますので、ご希望の場合には桐栄サービスまでご連絡ください。

等

保管中の測量機器が

火災にあい焼失した。
測量中誤って

測量機器を倒し壊れた。

測量機器を事務所、自宅等

に保管中に盗難にあった。

21 3

例えば

約６３%
割安!

B24-900282 承認年月 2024年5月

「土地家屋調査士賠償責任保険」とは異なりますのでご注意ください。



主な仕様
・最高精度(1mm＋1.5ppm)
（表示は0.1mmまで可能）
・ノンプリズム1000m

(測距精度2ｍｍ)
・マニュアル TS16M
・自動追尾(LOCK) TS16A
・パワーサーチ TS16P
・イメージング TS16I

Leica TS16ｼﾘｰｽﾞ 高精度測量機ソリューションをご提案いたします

【取り扱い品目】

エムタス
担当 丸田 康盛

〒891-0108 鹿児島市中山2丁目13-5-3

TEL/FAX:099-293-5330 Email:mtas@net.wak2.jp

連絡先：090-4351-6257

・測量CADソフト
・パソコン（周辺機器含む）
・オンライン申請ソフト
（環境設定及び指導可）
・電子納品ソフト（請負可）
・測量用品

・施工管理CADソフト
・司法書士システム
・トータルステーション
（光波測距儀含む）
・中古機材（光波含む）
・ネットワーク構築

Leica BLKｼﾘｰｽﾞ

•4つのスキャン設定により、680,000 点/秒でデータをキャプチャ
•5 ブラケット HDR による豊かなHDR画像
•本体サイズ 155 × 80mm、重さ約 850g と小型・軽量
•光球を使用したフルドームスキャン 20秒を実現
•Visual Inertial System（VIS）テクノロジーにより、現場でのスキャ
ンを自動で事前合成

すべての製品、デモから導入指導、メンテナンスまで全て行います！

•Leica BLK360 G2 イメージングレーザースキャナー



1 台 2 役だから測量・計測が速い！投資コストも作業時間も人員も大幅削減！

土地家屋調査士業務での活用

公式Webサイト

の新

〒891ｰ0115　鹿児島県鹿児島市東開町5ｰ11
℡:099ｰ210ｰ0555　FAX：099ｰ210ｰ0501

鹿屋オフィス・川内オフィス・姶良オフィス・大島オフィス・宮崎支店・延岡オフィス・熊本オフィス・八代オフィス・関東支店

現場測量アプリ 【フィールドポケット】現場測量アプリ 【フィ ルドポケット】

手書き野帳不要の新・電子野帳でシームレスに外と内をがっちりつなげる︕
業務全体の生産性向上 へ

新発売

紹介動画は
こちらから

、測量業
スマートフォンアプリ登場︕

土地家屋調査士向け



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司法書士ソフト・弁護士ソフト・土地家屋調査士ソフト・パソコン・複合機・測量機材の専門

〒890-0008 鹿児島県鹿児島市伊敷 3 丁目 6 番 17 号 

Tel 099-294-9322  Fax 099-294-9323 

 

＜保守サービス＞ 

ソフトウェアサポート 

パソコン不具合時対応 

定期メンテナンス 

 

＜測量機器・資材販売＞ 

トータルステーション 

測量用品、消耗品等 

 

 

●IT 機器販売● 

パソコン・ノートパソコン 

NAS・通信機器等 

 

◆ソフトウェア販売◆ 

司法書士業務支援システム 

弁護士業務支援システム 

土地家屋調査士業務支援システム 

ｸﾗｳﾄﾞ型ｻﾌﾞｽｸﾘﾌﾟｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ 

 

＜印刷機器販売＞ 

ｵﾌｨｽ用複合機・消耗品 

ｶﾗｰ･ﾓﾉｸﾛﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ 



会報かごしま 秋号 106 号 ＱＲコード 

 

 
 
http://www.kagoshima-chosashi.com/info/KaihouKagoshima2024_09.pdf 
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